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○ 総 務 省 令 第 十 五 号                                     

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行

規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

     電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

  （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の

は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲

げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に

こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に

こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 

案
の

１
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  改  正  後  改  正  前 

（ 具 備 す べ き 電 波 等 ） 

第 十 二 条 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ り 通 信 を 行 う 船 舶 局 は 、 当 該 船 舶 局 の 区 別 に 従 い 、 次 の 表 に

掲 げ る 電 波 を 送 り 、 及 び 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 具 備 す べ き 電 波 等 ） 

第 十 二 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 表 略 ］  ［ 表 同 上 ］ 

［ ２ ～ ５ 略 ］ ［ ２ ～ ５ 同 上 ］ 

６ 船 舶 地 球 局 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 船 舶 地 球 局 の 区 別 に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る 電 波 を 送 り 、 及

び 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 国 際 移 動 通 信 衛 星 機 構 が 監 督 す る 法 人 が 開 設 す る 人 工 衛 星 局 （ 以 下 「 イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛

星 局 」 と い う 。 ） の 中 継 に よ り 海 岸 地 球 局 と 通 信 を 行 う た め に 開 設 す る 船 舶 地 球 局 （ 以 下 「 イ

ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 」 と い う 。 ） 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 波 

 二 非 静 止 衛 星 （ 対 地 静 止 衛 星 （ 地 球 の 赤 道 面 上 に 円 軌 道 を 有 し 、 か つ 、 地 球 の 自 転 軸 を 軸 と し

て 地 球 の 自 転 と 同 一 の 方 向 及 び 周 期 で 回 転 す る 人 工 衛 星 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 人 工 衛 星

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 海 岸 地 球 局 と 通 信 を 行 う 船 舶 地 球 局 

Ｑ 七 Ｗ 電 波 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 帯 の う ち 総 合 通 信 局 長

が 指 示 す る 電 波   

６ 国 際 移 動 通 信 衛 星 機 構 が 監 督 す る 法 人 が 開 設 す る 人 工 衛 星 局 （ 以 下 「 イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛 星

局 」 と い う 。 ） の 中 継 に よ り 海 岸 地 球 局 と 通 信 を 行 う た め に 開 設 す る 船 舶 地 球 局 （ 以 下 「 イ ン

マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 」 と い う 。 ） は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 波 を 送 り 、 及 び 受 け る こ と

が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ ７ ～ ９ 略 ］ ［ ７ ～ ９ 同 上 ］ 

1
0  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 無 線 設 備 を 備 え る 船 舶 局 は 、 当 該 無 線 設 備 に お い て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る 電 波 を 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 

1
0  ［ 同 上 ］ 

無 線 設 備 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 

 

Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三 〇 MH
z

か ら 一 、 五

四 五 MH
z

ま で 又 は Ｑ 七 Ｗ 電 波 一 、 六 一

八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

無 線 設 備 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三 〇 MH
z

か ら 一 、 五

四 五 MH
z

ま で 

 

 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ 1
1

～ 1
3  略 ］ ［ 1
1

～ 1
3  同 上 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 の 機 器 ） 

第 二 十 八 条 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 船 舶 及 び 航 行 区 域 の 区 分 に 応 じ て 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 に

備 え な け れ ば な ら な い 機 器 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 当 該 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 の 船 体 の

構 造 そ の 他 の 事 情 に よ り 当 該 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 で あ る と 総 合 通 信 局 長 が 認 め る も の に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。 
（ 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 の 機 器 ） 

第 二 十 八 条 ［ 同 上 ］ 

一 Ａ 一 海 域 （ Ｆ 二 Ｂ 電 波 一 五 六 ・ 五 二 五 MH
z

に よ る 遭 難 通 信 を 行 う こ と が で き る 海 岸 局 の 通 信

圏 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の 機 器 

一 ［ 同 上 ］ 

［ (1
)

・ (2
)

 略 ］ ［ (1
)

・ (2
)

 同 上 ］ 

(3
)

 船 舶 の 航 行 の 安 全 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る た め の 機 器 (3
)

 ［ 同 上 ］ 
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［ ㈠ 略 ］ ［ ㈠ 同 上 ］ 

㈡ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 の た め の 海 上 安 全 情 報 を 送 信 す る 無 線

局 の 通 信 圏 と し て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が 定 め る も の を 超 え て 航

行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に 限 る 。 次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 一 台 

㈡ イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 の た め の 海 上 安 全 情 報

を 送 信 す る 無 線 局 の 通 信 圏 と し て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が   

定 め る も の を 超 え て 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に 限 る 。 次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ）

一 台 

  ［ (4
)

 略 ］   ［ (4
)

 同 上 ］ 

 二 Ａ 一 海 域 及 び Ａ 二 海 域 （ Ｆ 一 Ｂ 電 波 二 、 一 八 七 ・ 五 kH
z

に よ る 遭 難 通 信 を 行 う こ と が で き   

る 海 岸 局 の 通 信 圏 （ Ａ 一 海 域 を 除 く 。 ） で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政

府 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の 機 器 

 二 ［ 同 上 ］ 

  ［ (1
)

・ (2
)

 略 ］   ［ (1
)

・ (2
)

 同 上 ］ 

  (3
)

 船 舶 の 航 行 の 安 全 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る た め の 機 器   (3
)

 ［ 同 上 ］ 

   ［ ㈠ 略 ］    ［ ㈠ 同 上 ］ 

   ㈡ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 一 台    ㈡ イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 一 台 

［ (4
)

 略 ］ ［ (4
)

 同 上 ］ 

 三 Ａ 一 海 域 及 び 、 Ａ 二 海 域 及 び そ の 他 の 海 域 を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の 機

器 

 三 ［ 同 上 ］ 

  ［ (1
)

・ (2
)

 略 ］   ［ (1
)

・ (2
)

 同 上 ］ 

  (3
)

 船 舶 の 航 行 の 安 全 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る た め の 機 器   (3
)

 ［ 同 上 ］ 

   ［ ㈠ 略 ］    ［ ㈠ 同 上 ］ 

   ㈡ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 一 台    ㈡ イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 一 台 

  ［ (4
)

 略 ］   ［ (4
)

 同 上 ］ 

［ ２ ～ ６ 略 ］ ［ ２ ～ ６ 同 上 ］ 

７ 第 一 項 第 三 号 の 義 務 船 舶 局 で あ つ て 、 そ の 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局

の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 又 は 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五

MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 を 備 え る も の は 、 第 一 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 第 一 項 第 三 号 の ⑴ の ㈡ 及 び ⑷ の ㈣ の 機 器 を 備 え る こ と を 要 し な い 。 た だ し 、 イ

ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 を 備 え る も の で あ っ て 、 総 務 大 臣 が 別

に 告 示 す る イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛 星 局 の 通 信 圏 を 超 え て 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 の 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。 

７ 第 一 項 第 三 号 の 義 務 船 舶 局 で あ つ て 、 そ の 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局

の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 を 備 え る も の は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 の ⑴ の ㈡ 及

び ⑷ の ㈣ の 機 器 を 備 え る こ と を 要 し な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る イ ン マ ル サ ッ ト 人

工 衛 星 局 の 通 信 圏 を 超 え て 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

［ ８ 略 ］ ［ ８ 同 上 ］ 

９ 第 一 項 の 義 務 船 舶 局 で あ つ て 、 そ の 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信 の 機 能

を 持 つ イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 又 は 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信 の 機 能 を 持 つ 第 十 二

条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 を 備 え る も の は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 高 機 能 グ ル ー プ

呼 出 受 信 機 を 備 え る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 又 は 第

十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま

で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 と み な し

て 、 義 務 船 舶 局 に お け る 当 該 機 器 に 係 る 規 定 を 適 用 す る 。 

９ 第 一 項 の 義 務 船 舶 局 で あ つ て 、 そ の 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼

出 し 受 信 の 機 能 を 持 つ イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 当 該 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局

の 無 線 設 備 に よ る 通 常 の 通 信 を 行 う 場 合 に お い て 、 イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信

の 機 能 を 同 時 に 使 用 で き る も の 又 は こ れ に 相 当 す る も の と し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に

限 る 。 ） を 備 え る も の は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信

機 を 備 え る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備

は 、 同 項 に 規 定 す る イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 と み な し て 、 義 務 船 舶 局 に お け

る 当 該 機 器 に 係 る 規 定 を 適 用 す る 。 
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［ 1
0  略 ］ ［ 1
0  同 上 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 等 ） 

第 二 十 八 条 の 二 法 第 三 十 四 条 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 船 舶 地 球 局 は 、 前 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 、

同 条 第 一 項 第 三 号 の ⑴ の ㈡ 及 び ⑷ の ㈣ の 機 器 を 備 え る こ と を 要 し な い こ と と し た 場 合 に お け る 当

該 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 又 は 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二

一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 及 び 第 二 十 八 条 の 五 第 三

項 の 規 定 に よ り 、 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 又 は 第 十 二 条 第 六

項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 を 同 条 第 一 項 の 予 備 設 備 と し た 場 合 に お け る 当 該 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶

地 球 局 又 は 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六

二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の と す る 。 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 等 ） 

第 二 十 八 条 の 二 法 第 三 十 四 条 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 船 舶 地 球 局 は 、 前 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 、

同 条 第 一 項 第 三 号 の ⑴ の ㈡ 及 び ⑷ の ㈣ の 機 器 を 備 え る こ と を 要 し な い こ と と し た 場 合 に お け る

当 該 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 及 び 第 二 十 八 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶

地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 を 同 条 第 一 項 の 予 備 設 備 と し た 場 合 に お け る 当 該 イ ン

マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 と す る 。 

 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

第 二 十 八 条 の 五 法 第 三 十 五 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 備 え な け れ ば な ら な い 予 備 設 備 は 、 次 に 掲 げ る

無 線 設 備 の 機 器 と す る 。 

第 二 十 八 条 の 五 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

３ 第 一 項 の 予 備 設 備 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る 場 合 に は 、

総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ り 、 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線

設 備 又 は 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二

六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 の 機 器 そ の 他 の 当 該 告 示 に お い て 定 め る 機 器

と す る こ と が で き る 。 

３ 第 一 項 の 予 備 設 備 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る 場 合 に は 、

総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ り 、 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無

線 設 備 の 機 器 そ の 他 の 当 該 告 示 に お い て 定 め る 機 器 と す る こ と が で き る 。 

［ ４ ～ ７ 略 ］ ［ ４ ～ ７ 同 上 ］ 

    第 五 節 無 線 従 事 者     第 五 節 無 線 従 事 者 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 操 作 ） 

第 三 十 二 条 の 十 法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 は 、 次 の と

お り と す る 。 た だ し 、 航 海 の 態 様 が 特 殊 な 船 舶 の 無 線 設 備 そ の 他 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 が 特

に 認 め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 （ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 操 作 ） 

第 三 十 二 条 の 十 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 前 号 の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 船 舶 に 開 設 さ れ た イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 第 二

十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の も の に 限

る 。 ） 又 は 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、

六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 

 二 前 号 の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 船 舶 に 開 設 さ れ た イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 第 二

十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の も の に 限

る 。 ） 

（ 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 の 効 力 の 継 続 ） 

第 三 十 四 条 の 十 二 法 第 四 十 八 条 の 三 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の と お り

と す る 。 

（ 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 の 効 力 の 継 続 ） 

第 三 十 四 条 の 十 二 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備  二 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 

 ［ 三 略 ］  ［ 三 同 上 ］ 
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    第 六 節 目 的 外 通 信 等     第 六 節 目 的 外 通 信 等 

 （ 遭 難 通 信 等 ） 

第 三 十 六 条 の 二 法 第 五 十 二 条 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 定 め る も の と す る 。 

 （ 遭 難 通 信 等 ） 

第 三 十 六 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 使 用 し て 、 別 図 第 二 号 に 定 め る 構 成 に よ り 行 う も の  二 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 使 用 し て 、 別 図 第 二 号 に 定 め る 構 成 に よ り 行 う も の 

 三 海 岸 地 球 局 が 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し に よ つ て 行 う も の で あ つ て 、 別 図 第 三 号 に 定 め る 構    

成 に よ る も の 

 三 海 岸 地 球 局 が イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し に よ つ て 行 う も の で あ つ て 、 別 図 第 三 号

に 定 め る 構 成 に よ る も の 

 ［ 四 ～ 八 略 ］  ［ 四 ～ 八 同 上 ］ 

２ 法 第 五 十 二 条 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 定 め る も の と す る 。 ２ ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 使 用 し て 、 別 図 第 八 号 に 定 め る 構 成 に よ り 行 う も の  二 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 使 用 し て 、 別 図 第 八 号 に 定 め る 構 成 に よ り 行 う   

も の 

 三 海 岸 地 球 局 が 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し に よ つ て 行 う も の で あ つ て 、 別 図 第 九 号 に 定 め る 構   

成 に よ る も の 

 三 海 岸 地 球 局 が イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し に よ つ て 行 う も の で あ つ て 、 別 図 第 九 号

に 定 め る 構 成 に よ る も の 

３ 法 第 五 十 二 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 定 め る も の と す る 。 ３ ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］ 

 二 海 岸 地 球 局 が 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し に よ つ て 行 う も の で あ つ て 、 別 図 第 十 一 号 に 定 め る   

構 成 に よ る も の 

 二 海 岸 地 球 局 が イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し に よ つ て 行 う も の で あ つ て 、 別 図 第 十 一

号 に 定 め る 構 成 に よ る も の 

 ［ 三 略 ］  ［ 三 同 上 ］ 

別図第二号（第36条の２第１項第２号関係） 別図第二号（第36条の２第１項第２号関係） 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

［削る］ ２ インマルサットＭ型を使用するもの 

同期符号 呼出しの

種類 

（注１） 

自局の識

別表示 

相手局の

識別表示 

遭難の位

置 

（注２） 

通報の型

式 

（注３） 

誤り検定

符号 

 注１ 「00100001」であること。 

 注２ 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。 

 注３ 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。 

２ ［略］ ３ ［同左］ 

３ 第12条第６項第２号に規定する船舶地球局の無線設備を使用するもの 

ポート

のバー

ジヨン 

遭難の

種別 

固定時

間 

通報の

型式 

遭難の

位置 

通報に

係る事

項 

（注

１） 

識別表

示 

遭難の

時間 

信頼性

に関す

る符号 

誤り検

定符号 

 
 注１ 船舶の進路等をコード化したものであること。 

［新設］ 

別図第八号（第36条の２第２項第２号関係） 別図第八号（第36条の２第２項第２号関係） 
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［削る］ １ インマルサットＭ型を使用するもの 

同期符

号 

呼出し

の種類 

（注

１） 

自局の

識別表

示 

相手局

の識別

表示 

自局の

位置 

（注

２） 

通報の

優先度 

（注

３） 

自局の

位置 

（注

４） 

通報の

型式 

（注

５） 

誤り検

定符号 

  
注１ 「11000001」であること。 

 注２ 空中線の仰角の範囲をコード化したものであること。 

 注３ 「01」であること。 

 注４ 空中線の方位角の範囲をコード化したものであること。 

 注５ 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。 

１ ［略］ ２ ［同左］ 

２ 第12条第６項第２号に規定する船舶地球局の無線設備を使用するもの 

サービス

コード 

（注１） 

識別表示 

（注２） 

通信先の

値 

（注３） 

優先度コ

ード 

（注４） 

通報の本

文 

（注５） 

停止符号 誤り検定

符号 

 注１ 安全通報のクラスを内容とすること。 

 注２ 海上移動業務別コードであること。 

 注３ 救助調整本部のシヨートコードであること。 

 注４ 緊急通信である旨を内容とすること。 

 注５ 通報の内容を含むこと。 

［新設］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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 （ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条  無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る

改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。
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  改  正  後 改  正  前 

別表第二号第２ 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、

基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試

験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上

局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携

帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣

又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることが

できる。） 

宇宙無線通信を行う実験試験局のうち、船舶に開設するものについては別表第二号第３のとおり

とし、航空機に開設するものについては別表第二号第４の様式のとおりとし、宇宙物体に開設する

ものについては、別表第二号第５号のとおりとする。 

宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のもの

については、本様式中「海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局」

とあるのは、「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するも

の以外のもの」と読み替える。 

アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものについ

ては、本様式のとおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星

に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局の無線設

備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。 

［１枚目～３枚目 略］ 

［注１～20 略］ 

21 21の欄は、次によること。 

［⑴～⒀ 略］ 

⒁ ５Ｇ基地局（設備規則第49条の29の２に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地

局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を

使用するものに限る。以下この⒁において同じ。）にあつては、申請者が全国において初

めて開設するものであるときは、免許の有効期間における５Ｇ基地局の導入計画及び当該

計画が確実に実施される根拠を記載すること。 

⒂ ローカル５Ｇの無線局にあつては、送信装置のフレーム構成を記載すること。 

（記載例） 

「平成31年総務省告示第23号に規定する同期方式」又は「平成31年総務省告示第23号に規

定する準同期方式」 

⒃ その他参考となる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

［22～24 略］ 

別表第二号第２ ［同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１枚目～３枚目 同左］ 

［注１～20 同左］ 

21 ［同左］ 

［⑴～⒀ 同左］ 

⒁ ローカル５Ｇの無線局にあつては、送信装置のフレーム構成を記載すること。 

（記載例） 

「平成31年総務省告示第23号に規定する同期方式」又は「平成31年総務省告示第23号に規

定する準同期方式」 

⒂ ５Ｇ基地局（設備規則第49条の29の２に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地

局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を使

用するものに限る。以下この(14)において同じ。）にあつては、申請者が全国において初め

て開設するものであるときは、免許の有効期間における５Ｇ基地局の導入計画及び当該計画

が確実に実施される根拠を記載すること。 

⒂ その他参考となる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

［22～24 同左］ 

別表第二号第３ 船舶局（特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。）及び船舶地球局（電

気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。）の

別表第二号第３ ［同左］ 

 

 



九 頁 

無線局事項書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様

式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

 宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶に開設するものについては、本様式のとおりとす

る。この場合において、本様式中｢人工衛星局｣とあるのは｢人工衛星に開設する実験試験局｣と、

｢船舶地球局｣とあるのは｢宇宙無線通信を行う実験試験局であつて船舶に開設するもの｣と、｢海岸

地球局｣とあるのは｢宇宙無線通信を行う実験試験局であつて宇宙物体、船舶及び航空機に開設する

もの以外のもの｣と読み替える。 

［１枚目～３枚目 略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１枚目～３枚目 同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一 〇 頁 

４枚目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辺 

  

  30 無線局の区別     
31 電気通信業務の取扱範囲 □国内     □国際 

32 航行する海域コード   

33 航行区域又は従業制限コード   

34 船舶番号又は漁船登録番号   

35 信号符字   

36 加入海岸局 
正加入    
準加入   

37 施行規則第28条第２項の無線
設備等 

局種コード   
無線設備の名称 コード〔          〕 

38 施行規則第28条第３項の無線
設備等 

局種コード   
無線設備の名称   

39 施行規則第28条第６項の無線
設備等 

局種コード   

無線設備の名称   

40 

電
波
法
第
33
条
及
び
第
35
条
関
連
（
義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。
） 

⑴ 電波法第33条の規定に
より備えなければならな
い受信機等 

□ナブテックス受信機〔英文（518kHz）〕 
 
□ナブテックス受信機〔和文（424kHz）〕 
 
□高機能グループ呼出受信機 
 
□デジタル選択呼出専用受信機〔超短波帯〕 
 
□デジタル選択呼出専用受信機〔中短波帯〕 
 
□デジタル選択呼出専用受信機〔中短波帯及び短波帯〕 
 
□無線航法装置 
 □地上無線航法装置 
 □衛星無線航法装置 
 
□船舶地球局の無線設備 
 無線設備の名称〔               〕 
 識別信号   〔               〕 
 免許の番号  〔               〕 

 

⑵ 電波法第35条の措置 

□電波法第35条第１号の措置 
 □超短波帯の無線設備の機器 
 □中短波帯の無線設備の機器 
 □中短波帯及び短波帯の無線設備の機器 
 □中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 
 □船舶地球局の無線設備を予備設備とする場合 
 
  無線設備の名称〔               〕 
  識別信号   〔               〕 
  免許の番号  〔               〕 
 □その他（他の無線設備の機器を予備装置とするときはそ

の機器） 
〔                    〕 

 
□電波法第35条第２号の措置 
 （□他の者への委託                ） 
 
□電波法第35条第３号の措置 

 

41 備考   
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４枚目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辺 

  

  30 無線局の区別     
31 電気通信業務の取扱範囲 □国内     □国際 

32 航行する海域コード   

33 航行区域又は従業制限コード   

34 船舶番号又は漁船登録番号   

35 信号符字   

36 加入海岸局 
正加入    
準加入   

37 施行規則第28条第２項の無線
設備等 

局種コード   
無線設備の名称 コード〔          〕 

38 施行規則第28条第３項の無線
設備等 

局種コード   
無線設備の名称   

39 施行規則第28条第６項の無線
設備等 

局種コード   

無線設備の名称   

40 

電
波
法
第
33
条
及
び
第
35
条
関
連
（
義
務
船
舶
局
等
の
場
合
に
限
る
。
） 

⑴ 電波法第33条の規定に
より備えなければならな
い受信機等 

□ナブテックス受信機〔英文（518kHz）〕 
 
□ナブテックス受信機〔和文（424kHz）〕 
 
□インマルサット高機能グループ呼出受信機 
 
□デジタル選択呼出専用受信機〔超短波帯〕 
 
□デジタル選択呼出専用受信機〔中短波帯〕 
 
□デジタル選択呼出専用受信機〔中短波帯及び短波帯〕 
 
□無線航法装置 
 □地上無線航法装置 
 □衛星無線航法装置 
 
□インマルサット船舶地球局の無線設備 
 型名   〔               〕 
 識別信号 〔               〕 
 免許の番号〔               〕 

 

⑵ 電波法第35条の措置 

□電波法第35条第１号の措置 
 □超短波帯の無線設備の機器 
 □中短波帯の無線設備の機器 
 □中短波帯及び短波帯の無線設備の機器 
 □中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 
 □インマルサット船舶地球局の無線設備を予備設備とする

場合 
  型名   〔               〕 
  識別信号 〔               〕 
  免許の番号〔               〕 
 □その他（他の無線設備の機器を予備装置とするときはそ

の機器） 
〔                    〕 

 
□電波法第35条第２号の措置 
 （□他の者への委託                ） 
 
□電波法第35条第３号の措置 
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一 一 頁 

［注１～35 略］ 

 36 40の欄は、義務船舶局等に限り記載することとし、次によること。 

  ⑴ ⑴の欄は、該当する□にレ印を付け、同欄の［  ］には該当する事項を記載すること。

この場合における船舶地球局の無線設備は施行規則第28条の２第１項のインマルサット船舶

地球局又は施行規則第12条第６項第２号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから

1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用するものに限るとし、高機能グループ呼出受信機は施

行規則第28条第９項の高機能グループ呼出し受信の機能を持つ船舶地球局の無線設備を含む

ものとする。 

  ［⑵・⑶ 略］ 

［37～40 略］ 

［注１～35 同左］ 

 36 ［同左］ 

  ⑴ ⑴の欄は、該当する□にレ印を付け、同欄の［  ］には該当する事項を記載すること。

この場合におけるインマルサット船舶地球局の無線設備は施行規則第28条の２第１項のイン

マルサット船舶地球局のものに限るとし、インマルサット高機能グループ呼出受信機は施行

規則第28条第９項のインマルサット高機能グループ呼出受信の機能を持つインマルサット船

舶地球局の無線設備を含むものとする。 

   

［⑵・⑶ 同左］ 

［37～40 同左］ 

別表第二号の二第５ 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局（電気通信業務を 

行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。）、航空機地

球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式（第4条、第12条関係）

（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、そ

れによることができる。） 

宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶及び航空機に開設するものについては、本様式の

とおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設する実験

試験局」と、「船舶地球局」とあるのは「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶に開設す

るもの」と、「航空機地球局」とあるのは「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、航空機に開

設するもの」と、「海岸地球局、航空地球局」とあるのは「宇宙無線通信を行う実験試験局であつ

て、宇宙物体、船舶及び航空機に開設するもの」と読み替える。 

 アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものについ

ては、本様式のとおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星

に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあり、及び「地球局等」とあるのは「人工衛星に開設

するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。 

 

［１枚目～９枚目 略］ 

［注１～22 略］ 

 23 ［略］ 

  ［⑴～⑶ 略］ 

 ⑷ ブロッキングチャートについては、空中線（高機能グループ呼出受信機用に限る。）の 

中心から見通した場合における船上の回線障害物の設置状況を記載すること。ただし、次の

義務設備に限り添付すること。 

 ア 施行規則第28条第７項、第８項及び第10項の規定により、短波帯の無線設備の機器 

の代わりに備える船舶地球局の無線設備 

    イ 施行規則第28条の５第３項の規定により、予備設備として備える船舶地球局の無線 

設備 

別表第二号の二第５ ［同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１枚目～９枚目 同左］ 

［注１～22 同左］ 

 23 ［同左］ 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷ ブロッキングチャートについては、空中線（インマルサット高機能グループ呼出受信機用

に限る。）の中心から見通した場合における船上の回線障害物の設置状況を記載すること。

ただし、次の義務設備に限り添付すること。 

 ア 施行規則第28条第７項、第８項及び第10項の規定により、短波帯の無線設備の機器 

の代わりに備えるインマルサット船舶地球局の無線設備 

    イ 施行規則第28条の５第３項の規定により、予備設備として備えるインマルサット船 

舶地球局の無線設備 



一 二 頁 

ウ 施行規則第28条第９項に規定される高機能グループ呼出し受信の機能を持つ船舶地球

局の無線設備 

［24～41 略］ 

ウ 施行規則第28条第９項に規定されるインマルサット高機能グループ呼出受信の機能を

持つインマルサット船舶地球局の無線設備 

［24～41 同左］ 

別表第二号の二第６ 船舶局（特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。）の工事設計書 

の様式（第４条、第12条関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして

認めた場合は、それによることができる。） 

［１枚目 略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二号の二第６ ［同左］ 

 

 

［１枚目 同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一 三 頁 

２枚目 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

辺 

  
  

13 無線局の区別   
  

14 

特
殊
な
設
備 

機器の種類 台数 
検定番号、適合表示無
線設備の番号又は名称 

製造番号 補足事項 
 

□デジタル選択呼出専用受信機 
（超短波帯）〔DSR〕 

    
 

     

□デジタル選択呼出専用受信機 
（中短波帯）〔DSR〕 

         

□デジタル選択呼出専用受信機 
（中短波帯及び短波帯）〔DSR〕 

         

□ナブテックス受信機（英文） 
 〔NRI〕 

         

□ナブテックス受信機（和文） 
 〔NRN〕 

         

□インマルサット高機能グループ呼
出受信機〔EGC〕 

    
 

     

□1,621.35MHzから1,626.5MHzまで
の周波数の電波を受信する高機能
グループ呼出受信機〔EGI〕 

     

□双方向無線電話 
 （施行規則第28条第５項に規定す

るものを除く。）〔LP〕 

    
 
 

     

□双方向無線電話 
 （施行規則第28条第５項に規定す

るもの）〔LP〕 

    
 
 

     

□船舶航空機間双方向無線電話
〔SAW〕 

    
 

     

□船上通信設備〔FMB〕          

□レーダー〔R〕     
 

     

□衛星非常用位置指示無線標識
〔SE〕 

    
 

     

□捜索救助用レーダートランスポン
ダ〔LTL〕 

         

□捜索救助用位置指示送信装置
〔ATL〕 

         

□設備規則第45条の３の５に規定す
る無線設備〔VDR〕 

    
 

     

□VHFデータ交換装置〔VDE〕     
 

     

□無線方位測定機〔ADF〕     
 

     

□周波数測定装置〔W〕     
 

     

□地上無線航法装置〔LRN〕     
 

     

□衛星無線航法装置〔GPS〕     
 

     

□ファクシミリ受信機〔F〕     
 

     

□その他 
（             ） 
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２枚目  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

辺 

  
  

13 無線局の区別   
  

14 

特
殊
な
設
備 

機器の種類 台数 
検定番号、適合表示無
線設備の番号又は名称 

製造番号 補足事項 
 

□デジタル選択呼出専用受信機 
（超短波帯）〔DSR〕 

    
 

    

 □デジタル選択呼出専用受信機 
（中短波帯）〔DSR〕 

        

 □デジタル選択呼出専用受信機 
（中短波帯及び短波帯）〔DSR〕 

        

 □ナブテックス受信機（英文） 
 〔NRI〕 

        

 □ナブテックス受信機（和文） 
 〔NRN〕 

        

 □インマルサット高機能グループ呼
出受信機〔EGC〕 

    
 

    

 ［新設］     

 □双方向無線電話 
 （施行規則第28条第５項に規定す

るものを除く。）〔LP〕 

    
 
 

    

 □双方向無線電話 
 （施行規則第28条第５項に規定す

るもの）〔LP〕 

    
 
 

    

 □船舶航空機間双方向無線電話
〔SAW〕 

    
 

    

 □船上通信設備〔FMB〕         

 □レーダー〔R〕     
 

    

 □衛星非常用位置指示無線標識
〔SE〕 

    
 

    

 □捜索救助用レーダートランスポン
ダ〔LTL〕 

        

 □捜索救助用位置指示送信装置
〔ATL〕 

        

 □設備規則第45条の３の５に規定す
る無線設備〔VDR〕 

    
 

    

 □VHFデータ交換装置〔VDE〕     
 

    

 □無線方位測定機〔ADF〕     
 

    

 □周波数測定装置〔W〕     
 

    

 □地上無線航法装置〔LRN〕     
 

    

 □衛星無線航法装置〔GPS〕     
 

    

 □ファクシミリ受信機〔F〕     
 

    

 □その他 
（             ） 
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一 四 頁 

［３枚目・４枚目 略］ 

［注１～17 略］ 

 18 ［略］ 

  ［⑴～⑶ 略］ 

  ⑷ ブロッキングチャートは、空中線（高機能グループ呼出受信機用に限る。）の中心から見

通した場合における船上の回線障害物の設置状況を記載すること。 

 ［19～24 略］ 

［３枚目・４枚目 同左］ 

［注１～17 同左］ 

18 ［同左］ 

  ［⑴～⑶ 同左］ 

⑷ ブロッキングチャートは、空中線（インマルサット高機能グループ呼出受信機用に限

る。）の中心から見通した場合における船上の回線障害物の設置状況を記載すること。 

 ［19～24 同左］ 

別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式（第20条の６、第20条の９及び

第25条の２関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、そ

れによることができる。） 

［１枚目～５枚目 略］ 

［注１～16 略］ 

17 16の欄は、次によること。 

［⑴～⑺ 略］ 

⑻ ５Ｇ基地局（設備規則第49条の29の２に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地

局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を使

用するものに限る。以下この⑻において同じ。）にあつては、申請者が全国において初めて

開設するものであるときは、免許の有効期間における５Ｇ基地局の導入計画及び当該計画が

確実に実施される根拠を記載すること。 

⑼ その他参考となる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

［18～29 略］ 

別表第二号の四 ［同左］ 

 

 

［１枚目～５枚目 同左］ 

［注１～16 同左］ 

17 16の欄は、次によること。 

［⑴～⑺ 同左］ 

⑻ ５Ｇ基地局（設備規則第49条の29の２に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地

局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を使

用するものに限る。以下この⑺において同じ。）にあつては、申請者が全国において初めて

開設するものであるときは、免許の有効期間における５Ｇ基地局の導入計画及び当該計画が

確実に実施される根拠を記載すること。 

⑻ その他参考となる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

［18～29 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 十 五 頁 
 

（ 無 線 局 運 用 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 三 条  無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



一 六 頁 

改  正  後 改  正  前 
（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 機 能 試 験 ） 

第 六 条 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 （ デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う も の に 限 る 。 ） は 、 そ の

船 舶 の 航 行 中 毎 日 一 回 以 上 、 当 該 無 線 設 備 の 試 験 機 能 を 用 い て 、 そ の 機 能 を 確 か め て お か な け れ

ば な ら な い 。 

［ ２ ・ ３ 略 ］ 

４ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 九 項 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） を 備 え て い る 義 務 船 舶 局 に お い て は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 毎 日 一 回 以 上 、 当 該 受

信 機 の 試 験 機 能 を 用 い て 、 そ の 機 能 を 確 か め て お か な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 聴 守 電 波 等 ） 

第 四 十 二 条 法 第 六 十 五 条 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

三 船 舶 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る も の 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ 

⑶ 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を 備 え る 船 舶 局 

四 海 岸 局 に つ い て は 、 Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 ・ 八 MH
z

の 指 定 を 受 け て い る も の 

第 四 十 三 条 法 第 六 十 五 条 の 総 務 省 令 で 定 め る 時 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。 

［ 一 ～ 三 略 ］ 

四 Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三 〇 MH
z

か ら 一 、 五 四 五 MH
z

ま で の 五 kH
z

間 隔 又 は Ｑ 七 Ｗ 電 波 一 、 六 二 一 ・ 三

五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 四 一 ・ 六 六 七 kH
z

間 隔 の 周 波 数 の う ち 、 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出

し の 回 線 設 定 を 行 う た め の 周 波 数 の 聴 守 に つ い て は 、 常 時 

第 四 十 三 条 の 二 法 第 六 十 五 条 の 表 の 一 の 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 周 波 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 周 波

数 の う ち 当 該 無 線 局 が 指 定 を 受 け て い る も の と す る 。 

［ 一 ～ 四 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

［ ３ 略 ］ 

［ 一 略 ］ 

二 第 四 十 二 条 第 三 号 の ⑶ の 船 舶 局 に あ つ て は 、 Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三 〇 MH
z

か ら 一 、 五 四 五 MH
z

ま

で の 五 kH
z

間 隔 又 は Ｑ 七 Ｗ 電 波 一 、 六 二 一 ・ 三 九 五 八 三 三 MH
z

か ら 一 、 六 二 五 ・ 九 七 九 一 六 七 MH
z

ま で の 四 一 ・ 六 六 七 kH
z

間 隔 の 周 波 数 の う ち 、 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し の 回 線 設 定 を 行 う た め の

周 波 数 

［ ４ 略 ］ 

第 四 十 四 条 の 二 第 四 十 二 条 第 三 号 の ⑴ に 該 当 す る 船 舶 局 は 、 法 第 六 十 五 条 の 規 定 に よ る ほ か 、 特

定 海 域 及 び 特 定 港 の 区 域 以 外 の 海 域 を 航 行 中 に お い て も 、 で き る 限 り 常 時 、 Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 ・

八 MH
z

を 聴 守 す る も の と す る 。 

２ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 船 舶 局 は 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 時 間 中 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 を で

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 機 能 試 験 ） 

第 六 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 九 項 に 規 定 す る イ ン マ ル サ

ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 備 え て い る 義 務 船 舶 局 に お い て は 、 そ の 船 舶

の 航 行 中 毎 日 一 回 以 上 、 当 該 受 信 機 の 試 験 機 能 を 用 い て 、 そ の 機 能 を 確 か め て お か な け れ ば な ら

な い 。 

（ 聴 守 電 波 等 ） 

第 四 十 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 船 舶 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る も の 

［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を 備 え る 船 舶 局 

四 海 岸 局 に つ い て は 、 Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 ・ 八 MH
z

の 指 定 を 受 け て い る も の 

第 四 十 三 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

四 Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三 〇 MH
z

か ら 一 、 五 四 五 MH
z

ま で の 五 kH
z

間 隔 の 周 波 数 の う ち 、 イ ン マ ル サ ツ

ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し の 回 線 設 定 を 行 う た め の 周 波 数 の 聴 守 に つ い て は 、 常 時 

 

第 四 十 三 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 

［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

［ ３ 同 上 ］ 

［ 一 同 上 ］ 

二 第 四 十 二 条 第 三 号 の ⑶ の 船 舶 局 に あ つ て は 、 Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三 〇 MH
z

か ら 一 、 五 四 五 MH
z

ま

で の 五 kH
z

間 隔 の 周 波 数 の う ち 、 イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し の 回 線 設 定 を 行 う た め

の 周 波 数 

 

［ ４ 同 上 ］ 

第 四 十 四 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 

 

２ ［ 同 上 ］ 



一 七 頁 

 

き る 限 り 聴 守 す る も の と す る 。 
船 舶 局 時 間 周 波 数 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

四 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を 備 え

る 船 舶 局 （ 第 四 十 二 条 第 三 号 の ⑶ に

該 当 す る も の を 除 く 。 ） 

［ 略 ］ Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三

〇 MH
z

か ら 一 、 五 四 五

MH
z

ま で の 五 kH
z

間 隔 又

は Ｑ 七 Ｗ 電 波 一 、 六 二

一 ・ 三 九 五 八 三 三 MH
z

か ら 一 、 六 二 五 ・ 九 七

九 一 六 七 MH
z

ま で の 四

一 ・ 六 六 七 kH
z

間 隔 の

周 波 数 の う ち 、 高 機 能

グ ル ー プ 呼 出 し の 回 線

設 定 を 行 う た め の 周 波

数 

［ ３ ・ ４ 略 ］ 

（ 遭 難 信 号 の 前 置 ） 

第 八 十 二 条 の 三 遭 難 し て い る 船 舶 又 は 航 空 機 の 捜 索 及 び 救 助 に 関 す る 通 信 に お い て は 、 施 行 規 則

第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 に 定 め る 方 法 に よ り 行 う も の 並 び に 第 七 十 六 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 二

項 、 第 七 十 八 条 第 九 項 （ 第 八 十 二 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 八 十 二 条 第 一

項 に 規 定 す る も の を 除 き 、 次 に 掲 げ る 遭 難 信 号 を 前 置 し な け れ ば な ら な い 。 

一 狭 帯 域 直 接 印 刷 電 信 装 置 及 び イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛 星 局 又 は 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六

二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ る 直 接

印 刷 電 信 装 置 に よ り 送 信 す る 「MAYDAY 」 

［ 二 略 ］ 

（ 航 空 局 等 の 聴 守 電 波 ） 

第 百 四 十 六 条 法 第 七 十 条 の 四 の 規 定 に よ る 航 空 局 の 聴 守 電 波 の 型 式 は 、 Ａ 三 Ｅ 又 は Ｊ 三 Ｅ と し 、

そ の 周 波 数 は 、 別 に 告 示 す る 。 

［ ２ ～ ４ 略 ］ 

５ 法 第 七 十 条 の 四 の 規 定 に よ る 航 空 機 地 球 局 の 聴 守 電 波 の 型 式 は 、 Ｇ 一 Ｄ 、 Ｇ 七 Ｄ 、 Ｇ 七 Ｗ 、 Ｄ

七 Ｗ 又 は Ｑ 七 Ｗ と し 、 そ の 周 波 数 は 、 別 に 告 示 す る 。 

 

 

船 舶 局 時 間 周 波 数 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

四 イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼

出 受 信 機 を 備 え る 船 舶 局 （ 第 四 十 二

条 第 三 号 の ⑶ に 該 当 す る も の を 除

く 。 ） 

［ 同 上 ］ Ｇ 一 Ｄ 電 波 一 、 五 三

〇 MH
z

か ら 一 、 五 四 五

MH
z

ま で の 五 kH
z

間 隔 の

周 波 数 の う ち 、 イ ン マ

ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー

プ 呼 出 し の 回 線 設 定 を

行 う た め の 周 波 数 

 

 

 

 

 

［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

（ 遭 難 信 号 の 前 置 ） 

第 八 十 二 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

 

 

 

一 狭 帯 域 直 接 印 刷 電 信 装 置 及 び イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ る 直 接 印 刷 電 信 装 置 に よ り

送 信 す る 「MAYDAY 」 

 

［ 二 同 上 ］ 

（ 航 空 局 等 の 聴 守 電 波 ） 

第 百 四 十 六 条 ［ 同 上 ］ 

 

［ ２ ～ ４ 同 上 ］ 

５ 法 第 七 十 条 の 四 の 規 定 に よ る 航 空 機 地 球 局 の 聴 守 電 波 の 型 式 は 、 Ｇ 一 Ｄ 、 Ｇ 七 Ｄ 、 Ｇ 七 Ｗ 又 は

Ｄ 七 Ｗ と し 、 そ の 周 波 数 は 、 別 に 告 示 す る 。 

 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



十 八 頁 

 （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 四 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定

を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す

る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。



一 九 頁 

 
  改  正  後  改  正  前 

目 次  

 ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ 

 第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ り 無 線 設 備 の 条 件 

  ［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 十 三 略 ］ 

  第 三 節 船 舶 局 及 び 海 岸 局 並 び に 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 （ 第 三 十 七 条 の 二 十 八 一 第 四 十 五 条

の 三 の 七 ） 

  ［ 第 三 節 の 二 ～ 第 九 節 略 ］ 

［ 第 五 章 略 ］ 

附 則 

目 次  

 ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

  ［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 十 三 同 上 ］ 

  第 三 節 船 舶 局 及 び 海 岸 局 並 び に イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 （ 第 三 十 七 条 の 二 十

八 一 第 四 十 五 条 の 三 の 七 ） 

  ［ 第 三 節 の 二 ～ 第 九 節 同 上 ］ 

［ 第 五 章 同 上 ］ 

附 則 

 （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機 能 に 支 障 を 与 え な い

限 度 は 、 受 信 空 中 線 と 電 気 的 常 数 の 等 し い 疑 似 空 中 線 回 路 を 使 用 し て 測 定 し た 場 合 に 、 そ の 回 路

の 電 力 が 四 ナ ノ ワ ッ ト 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

［ ２ ～ ８ 略 ］ 

９ 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 及 び 携 帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 （ い ず れ も 一 、 六 一

八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 受 信 装 置 に

つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 値 と す る 。 

［ 1
0

～ 3
2  略 ］ 

 （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

［ ２ ～ ８ 同 上 ］ 

９ 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 携 帯 移 動 衛 星 通 信

を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示

す る 値 と す る 。 

［ 1
0

～ 3
2  同 上 ］ 

第 三 節 船 舶 局 及 び 海 岸 局 並 び に 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 

  （ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 

第 三 十 八 条 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義 務 船 舶 局 （ 法 第 十 三 条 第 二 項 の 船 舶 局 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に 備 え る 無 線 設 備 の 空 中 線 は 、 通 常 起 こ り 得 る 船 舶 の 振 動 又 は 衝 撃 に よ り 破 断 し な い よ う

に 十 分 な 強 度 を 持 つ も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ ２ 略 ］ 

３ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 及 び 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義

務 船 舶 局 に 備 え る イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 使 用 す る 空 中 線 は 、 で き る 限 り 、

次 の 条 件 に 適 合 す る 位 置 に 設 置 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ・ 二 略 ］ 

４ 施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 、 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、

六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 及 び 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義 務 船 舶 局 に

備 え る 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で を 受 信 す る 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に

使 用 す る 空 中 線 は 、 で き る 限 り 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る 位 置 に 設 置 さ れ た も の

で な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 八 条 の 三 旅 客 船 又 は 総 ト ン 数 三 〇 〇 ト ン 以 上 の 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 設 備 を 同 時 に 六 時 間 以 上 （ 船 舶 安 全 法 （ 昭 和 八 年 法 律 第 十 一 号 ） 第 二 条 の 規 定 に 基 づ く 命 令 に

よ る 非 常 電 源 を 備 え る も の に つ い て は 、 一 時 間 以 上 ） 連 続 し て 動 作 さ せ る た め の 電 力 を 供 給 す る

第 三 節 船 舶 局 及 び 海 岸 局 並 び に イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 

  （ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 

第 三 十 八 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

［ ２ 同 上 ］ 

３ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 船 舶 地 球 局 及 び 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義 務 船 舶 局 に 備 え

る イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 使 用 す る 空 中 線 は 、 で き る 限 り 、 次 の 条 件 に 適 合

す る 位 置 に 設 置 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

［ 新 設 ］ 

 

 

 

 

第 三 十 八 条 の 三 ［ 同 上 ］ 
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こ と が で き る 補 助 電 源 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 義 務 船 舶 局 等

に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 ［ 一 略 ］ 

 二 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の い ず れ か の も の 

  ［ イ ・ ロ 略 ］ 

  ハ 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 船 舶 地 球 局 の も の に 限 る 。 ） 

 

 ［ 三 略 ］ 

 

 

［ 一 同 上 ］ 

二 ［ 同 上 ］ 

 ［ イ ・ ロ 同 上 ］ 

ハ イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 船 舶 地 球 局 の も

の に 限 る 。 ） 

 ［ 三 同 上 ］ 

 （ 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 

第 四 十 条 の 四 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

 ［ 一 ～ 六 略 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ 

４ 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 海 岸 地 球 局 と 通 信 を 行 う 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備

で あ つ て 、 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の は 、

第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 通 信 方 式 は 、 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

二 船 舶 地 球 局 が 使 用 す る 周 波 数 は 、 海 岸 地 球 局 の 制 御 信 号 に よ り 自 動 的 に 選 択 さ れ る も の で あ

る こ と 。 

三 送 信 又 は 受 信 す る 電 波 の 偏 波 は 右 旋 円 偏 波 で あ る こ と 。 

四 前 二 号 に 定 め る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

５ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 は 、 第 一 項 各 号 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 条 件 の ほ

か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ～ 三 略 ］ 

 四 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 条 件 （ イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 限 る 。 ） 

五 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る

こ と 。 

６ ［ 略 ］ 

（ イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 

第 四 十 条 の 四 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ

ば な ら な い 。 

 ［ 一 ～ 六 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

［ 新 設 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

４ イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 は 、 第 一 項 各 号 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ） 及 び

第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

 ［ 新 設 ］ 

四 前 三 号 に 定 め る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 

５ ［ 同 上 ］ 

第 四 十 五 条 の 二 十 二 航 空 機 地 球 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

を 超 え 一 、 六 二

六 ・ 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

 一 一 般 的 条 件 

  イ 通 信 方 式 は 、 複 信 方 式 で あ る こ と 。 

ロ 航 空 機 地 球 局 が 通 信 の た め に 使 用 す る 周 波 数 は 、 航 空 地 球 局 の 制 御 信 号 に よ り 自 動 的 に 選

択 さ れ る も の で あ る こ と 。 

 二 送 信 又 は 受 信 す る 電 波 の 偏 波 は 右 旋 円 偏 波 で あ る こ と 。 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

［ 新 設 ］ 
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別表第一号（第５条関係） 

［表 略］ 

［注１～39 略］ 

  40 航空機地球局の送信設備に使用する電波の周波数許容偏差は、この表に規定する値にかか

わらず、自動周波数補正機能による変化分を除き次のとおりとする。 

   ［⑴～⑷ 略］ 

⑸ 1,618.25MHzを超え1,626.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの 30(10-6) 

  ［41・42 略］ 

43 1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局の無線設備又は1,6

18.25MHzから1,626.5MHzまで若しくは2,655MHzから2,690MHzまでの電波を使用する携帯移動

地球局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかか

わらず、次のとおりとする。 

⑴ 1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局及び1,618.25MHz

から1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備 30(10-6) 

⑵ 2,655MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備 1(10
-6) 

［44～57 略］ 

別表第一号（第５条関係） 

［表 同左］ 

［注１～39 同左］ 

  40 ［同左］ 

 

［⑴～⑷ 同左］ 

［新設］ 

  ［41・42 同左］ 

43 1,618.25MHzから1,626.5MHzまで又は2,655MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用す

る携帯移動地球局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定す

る値にかかわらず、次のとおりとする。 

  

⑴ 1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 30(10-6) 

 

   ⑵ 2,655MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 1(10-6)  

 

［44～57 同左］ 

別表第二号（第６条関係） 

 ［第１～第39 略］ 

第40 1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局、航空機地球局又

は携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかか

わらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示す

る。 

 ［第41～第75 略］ 

別表第二号（第６条関係） 

 ［第１～第39 同左］ 

第40 1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備の

占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定す

る。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。 

  

［第41～第75 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 五 条  無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 郵 政 省 令 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る

改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。
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改  正  後 改  正  前 

別表第一号 機器の構造及び性能条件（第２条関係） 別表第一号 機器の構造及び性能条件（第２条関係） 

 機種 条件   機種 条件  

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

 高機能グループ呼

出受信機の機器 

１ インマルサット高機能グループ呼出受信機 

(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 

(2) 設備規則第40条の４第１項第１号及び第５号の条件に適合

するものであること。 

(3) 設備規則第40条の４第２項第２号の条件に適合するもので

あること。 

(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 

２ 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高

機能グループ呼出受信機 

(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 

(2) 設備規則第40条の４第１項各号（第４号及び第６号を除

く。）の条件に適合するものであること。 

(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 

  インマルサット高

機能グループ呼出

受信機の機器 

１ 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 

２ 設備規則第40条の４第１項第１号及び第５号の条件に適合する

ものであること。 

３ 設備規則第40条の４第２項第２号の条件に適合するものである

こと。 

４ 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 

 

 

 

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

 船舶地球局の無線

設備の機器 

１ インマルサットC型の無線設備（設備規則第40条の４第２項の

インマルサットC型の無線設備をいう。以下同じ。） 

(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 

(2) 設備規則第40条の４第１項各号（第４号及び第６号を除

く。）の条件に適合するものであること。 

(3) 設備規則第40条の４第２項第１号から第３号までの条件に

適合するものであること。 

(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 

２ 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無

線設備 

(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 

(2) 設備規則第40条の４第１項各号（第４号及び第６号を除

く。）の条件に適合するものであること。 

(3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 

  インマルサット船

舶地球局の無線設

備の機器 

インマルサットC型の無線設備（設備規則第40条の４第２項のイン

マルサットC型の無線設備をいう。以下同じ。） 

(1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 

(2) 設備規則第40条の４第１項各号（第４号及び第６号を除

く。）の条件に適合するものであること。 

(3) 設備規則第40条の４第２項第１号から第３号までの条件に

適合するものであること。 

(4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 

 

 

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  

  



二 四 頁 

別表第二号 機器（航空機に施設する無線設備の機器を除く。）の機械的及び電気的条件（第２条

関係） 

別表第二号 機器（航空機に施設する無線設備の機器を除く。）の機械的及び電気的条件（第２条

関係） 

 機種 試験方法 条件   機種 試験方法 条件  

 ［略］   ［同左］  

 高機能グループ呼

出受信機の機器 

［略］ ［略］ ［略］   インマルサット高

機能グループ呼出

受信機の機器 

［ 同

左］ 

［同左］ ［同左］  

 ［略］   ［同左］  

 船 舶

地 球

局 の

無 線

設 備

の 機

器 

イ ン マ ル

サットC型

の 無 線 設

備 及 び

1,621.35M

Hz か ら

1,626.5MH

zまでの周

波 数 の 電

波 を 使 用

す る 無 線

設備 

［略］ ［略］ ［１ 略］ 

２ 始動後十分安定した状態に

おいて、次の電気的条件を満

たすこと。 

［(1) 略］ 

(2) 受信装置 

ア インマルサットC型の無

線設備は、設備規則第40

条の４第２項第２号の条

件に適合すること。 

［イ 略］ 

  イ ン

マ ル

サ ッ

ト 船

舶 地

球 局

の 無

線 設

備 の

機器 

イ ン マ ル

サットC型

の 無 線 設

備 

［同

左

］ 

［同左］ ［１ 同左］ 

２ 始動後十分安定した状態にお

いて、次の電気的条件を満たす

こと。 

［(1) 同左］ 

(2) 受信装置 

ア 設備規則第40条の４第２

項第２号の条件に適合する

こと。 

 

［イ 同左］ 

 

 ［略］   ［同左］  

別表第七号 機器の型式表示に係る指定項目（第８条関係） 別表第七号 機器の型式表示に係る指定項目（第８条関係） 

 項目 

 

 

 

 

区分 

機

種 

用

途 

使

用

す

る

環

境 

合

格

者 

方

式 

周

波

数 

送

信

受

信

の

別 

電

力 

電

波

の

型

式 

チ

ャ

ネ

ル 

角

度 

番

号 

  項目 

 

 

 

 

区分 

機

種 

用

途 

使

用

す

る

環

境 

合

格

者 

方

式 

周

波

数 

送

信

受

信

の

別 

電

力 

電

波

の

型

式 

チ

ャ

ネ

ル 

角

度 

番

号 

 

 ［略］   ［同左］  

 高 機 能 グ ル

ー プ 呼 出 受

信機の機器 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

  インマルサッ

ト高機能グル

ープ呼出受信

機の機器 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

 

 ［略］   ［同左］  



二 五 頁 

 船 舶 地 球 局

の 無 線 設 備

の機器 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

［

略

］ 

  インマルサッ

ト船舶地球局

の無線設備の

機器 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

［

同

左

］ 

 

 ［略］   ［同左］  

別表第八号 機器の型式に関する記号（第８条関係） 別表第八号 機器の型式に関する記号（第８条関係） 

 区分 内容 記号   区分 内容 記号  

 １ 機種 ［略］ ［略］   １ 機種 ［同左］ ［ 同

左］ 

 

  高機能グループ呼出

受信機の機器 

インマルサット高機能グループ

呼出受信機 

ＥＧＣ    インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器 ＥＧ  

  1,621.35MHzから 1,626.5MHzま

での周波数の電波を受信する高

機能グループ呼出受信機 

ＥＧＩ       

  デジタル選択呼出専

用受信機の機器 

［略］ ［略］    デジタル選択呼出

専用受信機の機器 

［同左］ ［ 同

左］ 

 

  ナブテックス受信機

の機器 

［略］ ［略］    ナブテックス受信

機の機器 

［同左］ ［ 同

左］ 

 

  船舶地球局の無線設

備の機器 

インマルサットＣ型 ＥＣ    インマルサット船

舶地球局の無線設

備の機器 

インマルサットＣ型 ＥＣ  

  1,621.35MHzから 1,626.5MHzま

での周波数の電波を使用する船

舶地球局 

ＥＩ    ［新設］ ［ 新

設］ 

 

  ［略］ ［略］ ［略］    ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 

 ２ 用途 ［略］ ［略］ ［略］   ２ 用途 ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 

 ３ 使用する環境 ［略］ ［略］ ［略］   ３ 使用する環境 ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 

  船舶地球局の無線設

備の機器 

［略］ ［略］    インマルサット船

舶地球局の無線設

備の機器 

［同左］ ［ 同

左］ 

 

  ［略］ ［略］ ［略］    ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 



二 六 頁 

 

 ［略］   ［同左］  

 ５ 方式 ［略］ ［略］ ［略］   ５ 方式 ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 

 ６ 周波数 ［略］ ［略］ ［略］   ６ 周波数 ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 

 船舶地球局の無線設備の機器 ［略］   インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 ［ 同

左］ 

 

 ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［ 同

左］ 

 

 ［略］   ［同左］  

  

 備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

二 十 七 頁 

附  則                                     

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 


